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１  計画の目標  

 

 

 

 

 

 

 

 

前期計画策定後の社会状況や国の動向を背景として、本計画の目標を設定するうえで、障

害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、尊厳の尊重と障害者の権利の実現のために、誰

もが生まれながらに持つ固有の尊厳に焦点を当てる「障害の人権モデル」を基礎とし、その

上で、障害とは、障害者と障害者を取り巻く社会環境の相互関係によりもたらされていると

いう「障害の社会モデル」の考え方に基づき、障害のある人もない人も、お互いの個性を認

め合い尊重し、それぞれの役割と責任を持って共に社会の一員として、社会活動に参加し、

安心・快適な生活を送ることができる共生社会の実現を目指します。 

また、「奈良県障害のある人及びその家族等に生涯にわたりつながり続ける障害福祉の推進

に関する条例」（令和５年４月施行）における目的を踏まえて、本計画の目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目 標 

「障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、 

自分らしく豊かな人生を歩んでともに暮らすことができる地域社会の実現」 

 

障害のある人が、自らの選択に基づき、希望する地域生活を送ることができるよう支

援体制の充実を図り、もって全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個

性を尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる地域社会の実現に資するこ

とを目的とする。 
 

※「奈良県障害のある人及びその家族等に生涯にわたりつながり続ける障害福祉の推進に関する条例」（令和５年４月施

行）より一部抜粋 

目 的 
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２  施策推進の基本的な考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３  計画の期間と位置づけ  

計画期間は、令和７年度から令和 11 年度までの 5年間とし、「障害者基本法*」に基づく「都道府

県障害者計画*」と「障害者総合支援法*」に基づく「都道府県障害福祉計画*」及び「児童福祉法」

に基づく「都道府県障害児福祉計画」を一体的に策定します。 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

障害者 

計画 
奈良県障害者計画 奈良県障害者計画 奈良県障害者計画 

障害 

福祉計画 
第４期 第５期 第６期 第７期 第７期 （第８期） 

障害児 

福祉計画 
 第１期 第２期 第３期 第３期 （第４期） 

  

 

● 人びとの生活そのものや生活を送る中で直面する困難・生きづらさの多様性・複

雑性に応える重層的支援体制による地域共生社会の実現を目指します。 

● そのために、県、市町村、関係機関等が連携し、障害のある人、そしてその家族

等が抱える課題を包括的に把握し、支援します。 

● また、住民同士が気にかけ合う関係づくりや支援者による相談支援の両輪で、一

人一人のニーズに応える資源を生み出すことや、他機関・多職種連携に努めます。 

Ⅰ 生活全般にわたる包括的な支援 

 

● 障害のある人、そしてその家族等と生涯にわたりつながり続け、必要な支援が途

切れることのないよう支えます。 

● そのために、乳幼児期・学齢期・成年期・高齢期の各ライフステージに応じて変

化する必要な支援を一人一人の障害特性や生活状況に応じて、切れ目なく提供でき

る体制を構築します。 

Ⅱ 生涯にわたり途切れることのない支援 

 

● 「障害者権利条約」が掲げている、すべての障害者があらゆる人権及び基本的自

由を享有し、個人の尊厳が尊重されることを目指します。 

● 障害を理由とするあらゆる差別をなくし、合理的配慮のもと障害者が他の者と平

等にすべての人権及び基本的自由を享有する社会を目指します。 

● 障害者に関わることを決めるときは、障害者の意見を重視し、社会的障壁の除去

並びに教育、就労、文化・芸術・スポーツ、住まい、地域社会での生活などにおい

て希望する生活の実現を目指します。 

Ⅲ 障害のある人の意思を尊重しともに暮らす支援 
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４  ライフステージに着目した主な施策  
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５  施策体系  

 

施策分野   施策の柱  
     

（ⅰ）共生社会の実現に

向けた理解の促進 

  
１．障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり  

  
（１）障害理解の促進   （２）障害を理由とする差別の解消   

（3）虐待の防止の推進   （４）権利擁護の推進   （５）行政機関における配慮 
  

     

（ⅱ）必要なときに身近な

地域で相談できる

体制づくり 

  
１．地域における相談支援の体制づくり  

  
（１）多機関連携による包括的な相談支援 

  
２．誰もが適切な支援を受けられる相談体制の強化  

  
（１）障害特性等に応じた専門相談の充実 

     

（ⅲ）希望する地域生活を

送るための支援 

  
１．自己決定・自立した生活の支援  

  
（１）自己決定を支える人材の確保・育成  

（２）自立した生活につなげる障害福祉サービス等の充実 
  

２．ネットワークの強化  

  （１）支援ネットワークの形成 
     

（ⅳ）地域で安心して 

ともに暮らすための

環境づくり 

  
１．住まいの確保  

  
  

（１）地域における住まいの充実   （２）施設入所を必要とする人への支援 
  

２．バリアフリーの推進  
  

（１）障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 
  

３．防犯対策の推進及び消費者被害の防止  
  

（１）防犯対策の推進   （２）消費者被害の防止 
  

４．災害時における支援の充実  
  

（１）災害時における支援の充実 
     

（ⅴ）いつでも必要な医療

や療育を受けられる

環境づくり 

  
１．保健・医療の充実  

  
（１）保健・医療と福祉の連携強化   （２）精神障害のある人への支援 

（３）重症心身障害*のある人や医療的ケアが必要な人への支援   

（４）難病*患者への支援       （５）認知症*の人への支援 
  

２．子どもへの支援の充実  
  

（１）地域療育体制の充実   （２）発達障害児への支援 
     

（ⅵ）障害特性等に応じた 

適切な教育の推進 

  
１．特別支援教育*の充実  

  
（１）インクルーシブ教育の充実   （２）教職員の専門性の向上 

     

（ⅶ）能力を最大限に 

発揮し働き続け 

られる就労の促進 

  
１．雇用の促進  

  
（１）職場実習*の促進   （２）障害者雇用の促進 

  
２．就労の継続  

  
（１）総合的な就労支援 

  
３．福祉的就労*への支援  

  
（１）福祉的就労の場の確保   （２）優先調達の推進と工賃の向上 

     

（ⅷ）誰もが気軽に 

社会参加できる 

環境づくり 

  
１．情報アクセシビリティ*の推進  

  
（１）意思疎通支援の充実   （２）情報保障の充実 

  
２．スポーツ・文化芸術活動等の充実  

  
（１）スポーツ活動の充実   （２）文化芸術活動等の充実  
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６  施策の方向  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ ． 障 害 のある人 もない人 もともに暮 らしやすい社 会 づくり  

 

（ ⅰ） 共 生 社 会 の実 現 に向 けた理 解 の促 進  

① 県民参加型啓発運動の推進 

② 手話の普及等 

③ 心のサポーターの普及 

（１）障害理解の促進 

① 障害者差別の解消に向けた取組の推進 
（２）障害を理由とする 

差別の解消 

① 虐待の防止に向けた取組の推進 （３）虐待の防止の推進 

① 権利擁護支援体制の構築 

② 成年後見制度の利用促進 

③ 入院者訪問支援員の精神科病院入院患者への訪問 

（４）権利擁護の推進 

① 行政機関における合理的配慮の推進 

② 選挙における配慮 

（５）行政機関における

配慮 

１ ． 地 域 における相 談 支 援 の体 制 づくり  

 

 

 

 

 

 

 

２ ． 誰 もが適 切 な支 援 を受 けられる相 談 体 制 の強 化  

（ ⅱ） 必 要 なときに身 近 な地 域 で相 談 できる体 制 づくり  

① 地域相談支援ネットワークの構築 

② 地域の相談窓口の充実 

③ 奈良県自立支援協議会の活動の充実 

④ 市町村自立支援協議会の活性化に向けた支援 

⑤ 見守り支援体制の構築 

（１）多機関連携による

包括的な相談支

援 

① 専門的な相談機能の充実 

② 障害のある子どもと家庭に対する専門的相談の充実 

（１）障害特性等に応じ

た専門相談の充実 
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１ ． 自 己 決 定 ・自 立 した生 活 の支 援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ネットワークの強 化  

（ ⅲ） 希 望 する地 域 生 活 を送 るための支 援  

① 相談支援従事者の確保・育成によるサービス等利

用計画・障害児支援利用計画等の作成促進と質の

向上 

② 障害福祉サービス事業所等の従事者の確保 

③ 障害福祉サービス事業所等の従事者の資質向上 

（１）自己決定を支える

人材の確保・育成 

① 基盤整備の促進及び支援内容の質の向上 

② 支給決定の適正化 

③ 社会福祉施設、障害福祉サービス事業所等の指導

監査の充実 

④ 市町村における地域生活支援に向けた取組に対す

る支援 

⑤ 身体障害者補助犬の貸与及び啓発 

（２）自立した生活につ

な げる 障害 福祉

サービス等の充実 

① ライフステージに応じた切れ目のない支援 

② 学齢期における支援機関の連携 

③ 地域の支援機関のネットワークの形成 

（１）支援ネットワークの

形成 
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１ ． 住 まいの確 保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． バリアフリーの推 進  

 

 

 

 

 

 

 

３ ． 防 犯 対 策 の推 進 及 び消 費 者 被 害 の防 止  

 

 

 

 

 

 

４ ． 災 害 時 における支 援 の充 実  

（ ⅳ） 地 域 で安 心 してともに暮 らすための環 境 づくり  

① グループホームの整備促進 

② 公的賃貸住宅・民間賃貸住宅における住まいの 

確保 

③ 市町村における住宅入居等支援に向けた取組に 

対する支援 

（１）地域における 

住まいの充実 

① 入所施設における生活の質の向上 

② 県立障害福祉施設における障害児支援の充実 

（２）施設入所を必要と

する人への支援 

① 住みよい福祉のまちづくりの推進 

② 総合的なバリアフリー化の推進 

③ 公共交通機関のバリアフリー化の推進 

④ ユニバーサルツーリズム*の推進 

⑤ 県の施設におけるバリアフリー化の推進 

（１）障害のある人に 

配慮したまちづくり

の総合的な推進 

① 防犯対策の推進 （１）防犯対策の推進 

① 消費者被害の防止 （２）消費者被害の防止 

① 要配慮者に関する取組の推進 

② 福祉避難所の整備 

③ 災害時のこころのケアの推進 

（１）災害時における 

支援の充実 
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１ ． 保 健 ・医 療 の充 実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． 子 どもへの支 援 の充 実  

（ ⅴ） いつでも必 要 な医 療 や療 育 を受 けられる環 境 づくり  

① 障害のある人の在宅医療等の支援の充実 

② 障害のある人の歯科医療受診環境の確保 

（１）保健・医療と福祉

の連携強化 

① 精神科救急医療体制の充実 

② 地域移行・地域定着支援等の充実 

③ 相談支援体制の構築 

④ 医療費負担の軽減に向けた支援 

（２）精神障害のある人

への支援 

① 身近な地域における支援体制の構築 

② 重症心身障害児者等支援人材の育成 

③ 喀痰吸引等を実施できる介護職員等の養成・確保 

（３）重症心身障害*の

ある人や医療的ケ

ア が 必要 な 人 へ

の支援 

① 関係機関の連携強化による支援の充実 

② 在宅サービス等の利用促進に向けた周知・啓発 

（４）難病*患者への 

支援 

① 正しい知識の普及・啓発 

② 介護サービス基盤の整備 

（５）認知症 *の人への

支援 

① 障害のある子どもへの支援体制の充実 

② 地域の障害のある子どもに関わる機関における 

支援の充実 

③ 早期発見体制の整備と相談支援機能の充実 

（１）地域療育体制の

充実 

① 相談支援体制の充実 

② 家族等への支援の充実 

③ 支援ネットワークの構築 

（２）発達障害児への

支援 
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１ ． 特 別 支 援 教 育 *の充 実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ネットワークの強 化  

（ ⅵ） 障 害 特 性 等 に応 じた適 切 な教 育 の推 進  

① 連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

② 切れ目ない支援体制の充実 

（１）インクルーシブ 

教育の充実 

① 特別支援教育に関する研修の充実 

② 専門家の活用 

（２）教職員の専門性の

向上 

１ ． 雇 用 の促 進  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． 就 労 の継 続  

 

 

 

 

 

3． 福 祉 的 就 労 *への支 援  

（ ⅶ） 能 力 を最 大 限 に発 揮 し働 き続 けられる就 労 の促 進  

① 職場実習機会の拡大 （１）職場実習*の促進 

① 一般企業等における雇用の場の確保 

② 農業分野における雇用の場の確保 

③ 県における雇用の場の確保 

（２）障害者雇用の 

促進 

① 「障害者はたらく応援団なら」の活動推進 

② 職場定着支援の充実 

③ 障害特性に応じた職場訓練の推進 

（１）総合的な就労 

支援 

① 売れる商品づくりの推進 

② 農福連携の推進 

（１）福祉的就労の場の

確保 

① 優先調達の推進 

② 工賃向上に向けた取組 

（２）優先調達の推進と

工賃の向上 
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１ ． 情 報 アクセシビリティ*の推 進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． スポーツ・文 化 芸 術 活 動 等 の充 実  

 

（ ⅷ） 誰 もが気 軽 に社 会 参 加 できる環 境 づくり  

① 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の

充実 

② 意思疎通支援を担う人材の養成・確保 

③ 市町村の取組に対する支援 

（１）意思疎通支援の

充実 

① 障害特性に応じた情報保障の充実 

② 県政広報の充実 

③ 読書バリアフリーの推進 

（２）情報保障の充実 

① スポーツを通じた共生社会の実現 

② スポーツに取り組む機会の充実 

③ 障害のある人がスポーツを楽しむことができる環境

づくり 

④ 障害者スポーツを支える人材の育成 

（１）スポーツ活動の 

充実 

① 文化芸術活動等に参加する機会の充実 

② 県立文化施設における取組の充実 

（２）文化芸術活動等

の充実 
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７  計画の推進体制等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  計 画 の推 進 体 制  ●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイクル  ●  

 
  

・計画の推進体制の構築
・目標と責任の明確化

・計画に基づく取組の推進 ・目標の達成状況の評価
・評価結果を踏まえた
施策・取組の検討・実施

PLAN（計画） DO（実行） CHECK（評価） ACTION（改善）

計画の実効性を確保するための仕組み（計画の推進体制とＰＤＣＡサイクル）を構築するとともに、

目標と責任を明確化します。 

（１）計画の推進体制・ＰＤＣＡサイクルの構築 

・障害福祉課によるコーディネート機能を明確化、実施責任者による取組を実施、 

推進体制の構築、関係者との連携・協働 等 

（２）目標と責任の明確化 

・施策の柱ごとに目標を明確化 

  ①奈良県の目指すべき姿を設定（定性的目標） 

  ②数値目標を設定（定量的目標） 

・目標の実現に向けた取組及び実施責任者を明確化 
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８  障害者手帳所持者数等の推移  

●令和５年度の身体障害者手帳所持者数は 57,620 人で、平成２６年度の 67,717 人よりも

10,097 人（14.9％）減少しています。 

●令和５年度の療育手帳所持者数は 14,674 人で、平成２６年度 10,895 人よりも 3,779 人

（34.7％）増加しています。 

●令和５年度の精神障害者保健福祉手帳所持者数は 16,379 人で、平成 26 年度の 7,109 人より

も 9,270 人（130.3％）増加しています。 

【身体障害者手帳所持者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【療育手帳所持者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者等】 

  

 

 

 

  7,109 
8,114 

8,988 
9,882 

11,049 
12,194 

13,219 14,044 
15,243 

16,379 

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

1級 2級 3級 入院患者数 通院患者数

（人）

10,895 11,410 11,863 12,254 12,646 13,132 13,516 13,874 13,994 
14,674 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

重度 中軽度 18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上

（人）

67,717 68,188 68,038 
64,189 64,424 64,341 65,498 63,555 

58,239 57,620 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

1級 2級 3級 4級

5級 6級 18歳未満

18歳以上65歳未満 65歳以上

（人）



14 

 

９  用語の解説  

 

重症心身障害 重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態のこと。 

障害者基本法 

障害者施策に関する基本理念を定めた法律。障害の有無に関わらず誰もが人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としている。障害のある人の自立や社会

参加の支援等のため、施策の基本原則や国、地方公共団体等の責務等を規定している。

障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備のため、平成 23 年８月、「障害者基本法の

一部を改正する法律」が施行され、障害者の定義の見直しや、差別の禁止が規定された。 

障害者総合 

支援法 

正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。平成

25 年４月１日施行の「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関する法律」により、「障害者自立支援法」から「障害者

総合支援法」に名称が改められるとともに、法の目的規定の改正や、基本理念の創設等

が行われた。 

情報アクセシ

ビリティ 

障害のある人や高齢者を含め、誰もが円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュ

ニケーションを行うことができるようにすること。 

職場実習 
障害のある人が、一般の企業等に就職するための準備訓練として、企業等で行う実践

的な取組。 

特別支援教育 

障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するとい

う視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を

高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。 

都道府県 

障害者計画 

「障害者基本法」に基づく障害のある人のための施策に関する基本的な事項を定める

中長期的な計画。国が定める障害者基本計画を基本とし、各都道府県の状況に応じた計

画を策定することが義務づけられている。 

都道府県 

障害福祉計画 

「障害者総合支援法」に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等

の円滑な実施の確保を目的として、都道府県において策定される計画。各障害福祉サー

ビスの見込量や提供体制の確保に係る目標等の事項を定めるよう努める旨、「障害者総

合支援法」に規定されている。 

難病 
原因不明で治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とする

疾患のこと。 

認知症 

脳血管疾患、アルツハイマー病やその他の疾患により、日常生活に支障が生じる程度

にまで認知機能が低下した状態のこと。記憶や判断等の機能が低下する症状を中心に、

徘徊、妄想、うつ、不安等の行動や精神症状もあらわれる。 

福祉的就労 
一般就労（企業的就労）が困難な障害のある人のために配慮された環境（就労移行支

援、就労継続支援施設（Ａ型・Ｂ型）等）での就労。 

ユニバーサル

ツーリズム 

全ての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障害等の有無に関わらず、誰も

が気兼ねなく参加できる旅行。 
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